
証券コード 6494
平成27年５月28日

株 主 各 位
神奈川県横浜市鶴見区尻手2丁目1番53号

株式会社ＮＦＫホールディングス

代表取締役社長 関 口 陽 介

第73期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申し上げます。
さて、当社第73期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出

席くださいますようお願い申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使するこ

とができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討のうえ、平成27年６月18
日 (木曜日) 当社営業終了時（ご参考：午後５時10分）までに議決権を行使してください
ますようお願い申し上げます。
【郵送による議決権行使の場合】
　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限まで
に到着するようご返送ください。
【インターネットによる議決権行使の場合】
　後記の「インターネットによる議決権行使のご案内」（２頁）をご確認のうえ、当社
指定の議決権行使ウェブサイト（http://www.Web54.net）にアクセスいただき、同封
の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用
のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

敬 具
記

1. 日 時 平成27年６月19日（金曜日）午前10時
2. 場 所 神奈川県川崎市川崎区日進町1 川崎日航ホテル８階 「リーフ」
3. 目 的 事 項

報告事項 1．第73期（平成26年４月1日から平成27年３月31日まで）
事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件

2．第73期（平成26年４月1日から平成27年３月31日まで）
計算書類報告の件

決議事項
議 案 　 取締役６名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎お願い 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご

提出くださいますようお願い申し上げます。

（お知らせ）添付書類及び株主総会参考書類に修正すべき事項が生じた場合には、イン
ターネットの当社ウェブサイト（http://www.nfk-hd.co.jp/）において、
修正後の事項を掲載させていただきます。
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［インターネットによる議決権行使のご案内］

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご了承のうえ、行使し
ていただきますようお願い申し上げます。
1．インターネットで議決権行使を行うために、次のシステム環境をご確認くださ

い。
　 (1) 画面の解像度が 横800×縦600ドット(SVGA)以上であること。
　 (2) 次のアプリケーションをインストールしていること。

① MicrosoftⓇ Internet Explorer Ver.5.01 SP2以降
② AdobeⓇ AcrobatⓇ ReaderⓇ Ver.4.0以降又はAdobeⓇReaderⓇ Ver.6.0以降

（画面上で参考書類等をご覧になる場合）
2．インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使ウェブサイト
（http://www.Web54.net）をご利用いただくことによってのみ可能です。なお、
議決権行使ウェブサイトは携帯電話を用いたインターネットではご利用いただけ
ませんのでご了承ください。

3．インターネットによる議決権行使は、議決権行使結果の集計の都合上、平成27年
６月18日（木曜日）の午後５時10分までに行使されますようお願いいたします。

4．書面とインターネットにより二重に議決権行使された場合は、後に到着したもの
を有効な議決権行使として取り扱いますが、同日に到着したものは、インターネ
ットによる議決権行使を有効といたします。

5．インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われたもの
を有効といたします。

6．パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認する手段です。
本総会終了後まで暗証番号と同様に大切に保管願います。
なお、議決権行使コード及びパスワードのご照会にはお答えできませんのでご了
承ください。

7．パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。パスワ
ードの再発行を希望する場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

8．議決権行使ウェブサイトをご利用いただくために、プロバイダーへの接続料金及
び通信事業者への通信料金（電話料金等）が必要となる場合がありますが、これ
らの料金は株主様のご負担となります。

お問い合わせ先について
1．インターネットによる議決権行使に関するパソコンなどの操作方法がご不明な場

合は、以下にお問い合わせください。
　 三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
　 [電話] 0120-652-031（受付時間 9:00～21:00）

2．上記1．以外のご登録の住所・株式数のご照会などは、下記にお問い合わせくだ
さい。

　 三井住友信託銀行 証券代行事務センター
　 [電話] 0120-782-031（受付時間 土日休日を除く 9:00～17:00）
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添付書類
事 業 報 告

（平成26年４月 1日から
平成27年３月31日まで）

1．企業集団の現況に関する事項
　(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府の経済政策や日銀の金融緩和策を

背景に、企業業績や雇用・所得環境が改善し、景気は緩やかな回復基調で推移い

たしました。その一方で、消費税増税や為替変動に起因する物価上昇などによる

個人消費の停滞が継続しており、景気の先行きについては不安定感を抱えた状況

で推移いたしました。海外におきましては、米国において企業業績や個人消費が

底堅く推移し、また、ユーロ圏の景気も緩やかに回復傾向を示す一方、一部地域

における政治情勢の混迷や、新興諸国の景気減速・成長鈍化といった下振れリス

クも存在しており、依然として先行き不透明な状況が続きました。

当社グループにおきましては、前連結会計年度に受注したマレーシア向け大型

インシネレータなどがあったものの、国内外共に受注は低水準に止まっており、

非常に厳しい環境下での事業運営を迫られることとなりました。

このような状況の中、当社グループでは、平成26年４月にスタートさせた「16

中期経営計画」に基づき、「燃焼装置関連事業の海外展開強化」、「市場ニーズに対

応した新商品の開発」、「安定配当の実現」、「コンプライアンス及びコーポレー

ト・ガバナンス重視の徹底」の４つの経営基本方針と「海外売上比率50%」、「新技

術新商品の創出」、「国内基盤固め」、「トータル原価の削減」の４つの重点戦略を

掲げて全社を挙げて取り組んでまいりました。しかしながら、一部の大型案件に

おいて収益率が想定を大きく下回ったことなどから、当連結会計年度の業績は、

売上高30億１千万円（前年比5.1％減）、営業利益８千６百万円（前年比61.2%減）、

経常利益９千万円（前年比58.6％減）、当期純利益６千２百万円（前年比66.4％

減）となっております。

　各事業部門別の業績は次のとおりです。

[環境装置石油化学部門]

環境装置石油化学部門におきましては、産業用各種燃焼装置や管式加熱炉、石

油化学用低ＮＯｘバーナ、各種ガスバーナなどが主力製品となっておりますが、

前連結会計年度に受注した海外向け大型のインシネレータの受注があったものの、

その他の受注が非常に厳しい状況で推移したことなどから、当連結会計年度にお

ける売上高は前年比56.1％減の６億６千２百万円となりました。
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[工業炉部門]

工業炉部門におきましては、非鉄金属熱処理炉、一般熱処理炉及び鋳造炉、回

転炉などが主力製品となっております。当連結会計年度におきましては、自動車

関連向け及び重工業関連向けを中心に受注が順調に推移したことなどから、当連

結会計年度における売上高は前年比215.5％増の７億４千１百万円となりました。

[ボイラ用機器部門]

ボイラ用機器部門におきましては、ボイラ用低ＮＯｘバーナ、ボイラ用省エネ

ルギー装置、ボイラ用パッケージバーナなどが主力製品となっておりますが、大

型案件の引き合いが少なく、受注も低調に推移したことから、当連結会計年度に

おける売上高は前年比16.0％減の１億９千５百万円となりました。

[工業炉用機器部門]

工業炉用機器部門におきましては、各種工業炉用バーナ、各種工業炉用低ＮＯ

ｘバーナなどが主力製品となっておりますが、ラジアントチューブバーナなどを

中心に受注が順調に推移したことから、当連結会計年度における売上高は前年比

28.0％増の３億５千５百万円となりました。

[産業機械用機器部門]

産業機械用機器部門におきましては、各種ロータリーキルン用バーナ、各種シ

ャフトキルン用バーナなどのほか、熱風発生炉などが主力製品となっております

が、熱風発生炉の受注が順調に推移したことにより、当連結会計年度における売

上高は前年比109.7％増の２億７千７百万円となりました。

[メンテナンスサービス部門]

各種燃焼設備の整備、工事、メンテナンス部門におきましては、子会社の株式

会社ファーネスＥＳにおいて受注が低調に推移したことから、当連結会計年度に

おける売上高は前年比20.2％減の２億４千６百万円となりました。

[部品部門]

燃焼装置・機器の部品販売部門におきましては、当連結会計年度における売上

高は前年比10.6％増の３億９百万円となりました。

[ＨＲＳ部門]

ＨＲＳ部門におきましては、鉄・鋳鍛鋼産業関係蓄熱バーナシステムが、主力

製品となっております。当連結会計年度における売上高は前年比14.3%増の２億２

千万円となりました。
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　(2) 対処すべき課題

　当社グループが対処すべき主要な経営課題は、以下のとおりであります。

　 ① 工業炉燃焼装置関連事業の強化

当社グループのコアビジネスである工業炉燃焼装置関連事業の強化は、

当社経営基本方針の最重要課題と位置づけており、市場ニーズに対応する

新商品開発と海外市場への販売強化を推進することにより、持続的な企業

価値の向上を目指します。

　 ② 環境関連事業への取り組み

エネルギー効率の改善やクリーンエネルギーへの転換等、CO ₂ 削減によ

る地球環境の保全は、企業の重要な責務として認識しております。当社グ

ループが長年に渡り培った技術を応用することで、企業としての可能性の

追求と循環型社会の実現への一助を目指します。

　 ③ リスクマネジメントの強化

近年の事業環境下では、想定を上回る規模の自然災害の発生などにより

事業継続計画の重要性が非常に増しております。当社グループでは大規模

な災害が発生した場合でも、被害を最小限にとどめ、復旧までの時間を最

小限におさえて業務を継続できるよう、業務インフラ、緊急時連絡体制、

本社屋をはじめとする各設備の見直しを行い、多目的な観点から事業継続

計画を作成して定期的な見直しを行ってまいります。

　 ④ コンプライアンスに徹した透明性の高い経営

当社グループは、あらゆる法令や諸規則を遵守し、高い自己規律に基づ

く健全な業務運営の確保に努めており、これらのコンプライアンスに徹し

た透明性の高い経営の実現により、全てのステークホルダーから信頼・評

価される体制を構築してまいります。

　 ⑤ 人材育成制度の改革

事業を遂行する上で人材は最も重要な経営資源であるとの認識のもと、

人材育成制度の改革を行い、今後の当社グループの礎となる人材の育成に

注力してまいります。
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　(3) 設備投資等の状況

　当連結会計年度に実施した設備投資の総額は10,416千円であり、主な内訳は建

物附属設備２百万円、工具器具備品４百万円、ソフトウェア２百万円などであり

ます。

　

　(4) 資金調達の状況

該当事項はありません。

　

　(5) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

　該当事項はありません。

　

　(6) 他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

　

　(7) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

　該当事項はありません。

　

　(8) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

　該当事項はありません。

　(9) 財産及び損益の状況の推移

(単位：千円)

区 分
第 70 期

平成24年３月期
第 71 期

平成25年３月期
第 72 期

平成26年３月期

第 73 期
(当連結会計年度)
平成27年３月期

売 上 高 2,910,293 3,121,602 3,171,278 3,010,433

経 常 利 益 209,243 298,411 217,506 90,124

当 期 純 利 益 191,468 332,242 186,728 62,694

1株当たり当期純利益 6.45 10.82 6.08 2.04

総 資 産 3,701,017 4,073,572 4,623,440 4,283,466

純 資 産 2,524,551 2,856,232 3,029,403 3,074,779

(注) 1.１株当たり当期純利益は、期中の平均発行済株式数に基づき算出しております。
2.第70期、第71期、第72期につきましては、東日本大震災からの復興需要等により景気が緩や

かに回復したことや、海外からの大型案件の受注が安定的にあったことなどから当期純利益
計上となりました。

3.第73期につきましては、1.（1）「事業の経過及びその成果」に記載のとおりであります。
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　(10) 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主要な事業内容

千円 ％

日 本 フ ァ ー ネ ス 株 式 会 社 100,000 100 燃 焼 機 器 の 製 造 ・ 販 売

株 式 会 社 フ ァ ー ネ ス Ｅ Ｓ 20,000 100 各 種 燃 焼 機 器 の 整 備

(注) 当社の連結子会社は上記に掲げた重要な子会社2社であります。

　

　(11) 主要な事業内容

区 分 事 業 の 内 容

工業炉燃焼装置関連事業

①バーナ及び燃焼機器事業
②プロセスプラント事業
③工業炉事業
④委託研究事業
⑤メンテナンスサービス事業

　

　(12) 主要な拠点等

　(当社)

事 業 所 名 所 在 地

本 社 横 浜 市 鶴 見 区

　(子会社)

事 業 所 名 所 在 地

日本ファーネス株式会社 横 浜 市 鶴 見 区

株式会社ファーネスＥＳ 横 浜 市 鶴 見 区

　

　(13) 従業員の状況

事業セグメント 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

工業炉燃焼装置関連事業 89名 1名増

そ の 他 の 事 業 4名 -

合 計 93名 1名増

(注) 上記従業員数には、顧問、パートの６名、持分法適用関連会社の従業員２名は含まれておりま
せん。

　

　(14) 主要な借入先

　該当事項はありません。
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　(15) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　当社の連結子会社である日本ファーネス株式会社が、平成27年３月11日（訴状

送達日 平成27年３月27日）付にて、宇部興産機械株式会社より３億６千９百万

円の請負代金請求訴訟の提起を受け、現在係争中であります。

　当社としては、当該請求金額については到底全額につき認められるものではな

く、本件訴訟において、当社の考えを適切に主張しております。
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2．会社の株式に関する事項
(1) 発行可能株式総数 118,610,000株

(2) 発行済株式総数 30,713,342株（自己株式386株を含む。)

(3) 株主数 10,439名

　(4) 大株主の状況

　大株主及びその持株数

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 1,520,000株 4.95%

オ リ ン ピ ア 工 業 株 式 会 社 1,060,000株 3.45%

松 井 証 券 株 式 会 社 742,800株 2.42%

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 659,300株 2.15%

マ ネ ッ ク ス 証 券 株 式 会 社 553,532株 1.80%

坂 本 光 義 470,000株 1.53%

渡 邊 新 一 320,000株 1.04%

竹 内 祥 晃 290,000株 0.94%

門 之 園 純 博 253,000株 0.82%

松 浦 行 子 225,000株 0.73%

(注) 持株比率は自己株式（386株）を控除して計算いたしております。

　

3．新株予約権等の状況
　該当事項はありません。
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4．会社役員に関する事項
　(1) 取締役及び監査役の状況（平成27年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 関 口 陽 介 日本ファーネス株式会社 代表取締役社長

取締役 戸 羽 光 二

取締役 古 池 政 巳

取締役 田 端 雅 和
株式会社スコラ・コンサルト 非常勤監査役
株式会社エザーグローブ 代表取締役社長

取締役 清 見 義 明

取締役 宮 原 英 輔
オリンピア工業株式会社 代表取締役社長
九州オリンピア工業株式会社 代表取締役社長

監査役（常勤） 岡 崎 稔 日本ファーネス株式会社 監査役

監査役 笹 原 信 輔 一橋綜合法律事務所パートナー弁護士

監査役 辻 高 史 あすなろ監査法人代表社員

(注) 1. 取締役 清見義明氏、宮原英輔氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役 笹原信輔氏、辻高史氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
3．監査役 笹原信輔氏につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定

し、同取引所へ届け出ております。
4．監査役 辻高史氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知

見を有するものであります。

　(2) 事業年度中に退任した取締役及び監査役

該当事項はありません。

　(3) 取締役及び監査役の報酬等の額

（単位：千円)

区 分
取 締 役 監 査 役 計

支給人員 支給額 支給人員 支給額 支給人員 支給額

社 内 4名 48,600 1名 7,200 5名 55,800

社 外 2名 6,600 2名 6,300 4名 12,900

計 6名 55,200 3名 13,500 9名 68,700

(注) 1. 取締役の報酬限度額は昭和57年12月21日開催の定時株主総会において月額7,500千円以内と
決議されております。

2. 監査役の報酬限度額は平成５年12月24日開催の定時株主総会において月額2,000千円以内と
決議されております。
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　(4) 社外役員に関する事項

　 ① 重要な兼職先と当社との関係

取締役宮原英輔氏の兼職先であるオリンピア工業株式会社及び九州オリンピ

ア工業株式会社は、当社の子会社である日本ファーネス株式会社並びに株式会

社ファーネスＥＳと取引関係があります。

監査役笹原信輔氏の兼職先である一橋綜合法律事務所と、当社の取引はござ

いません。

監査役辻高史氏の兼職先であるあすなろ監査法人と、当社の取引はございま

せん。

　 ② 当事業年度における主な活動状況

氏 名 地 位 主な活動状況

清 見 義 明 社 外 取 締 役

当事業年度開催の取締役会には、13回中12回出席し、会

社経営者としての豊富な経験や見識をもとに、取締役会

の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言を行

っております。

宮 原 英 輔 社 外 取 締 役

当事業年度開催の取締役会には、13回中12回出席し、会

社経営者としての豊富な経験や見識をもとに、取締役会

の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言を行

っております。

笹 原 信 輔 社 外 監 査 役

当事業年度開催の取締役会には、13回中12回、また、監

査役会には、12回中12回出席し、主に弁護士としての専

門的見地から、特に法務・コンプライアンスに関する指

摘、意見を述べております。

辻 高 史 社 外 監 査 役

当事業年度開催の取締役会には、13回中12回、また、監

査役会には、12回中12回出席し、主に公認会計士として

の専門的見地から、特に財務・会計に関する指摘、意見

を述べております。

　 ③ 責任限定契約の内容の概要

会社法第427条第１項及び当社定款に基づき、各社外取締役及び各社外監査役

の会社法第423条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、金

500万円又は法令が定める額のいずれか高い額を損害賠償責任の限度とする責任

限定契約を締結しております。
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5．会計監査人の状況
　(1) 会計監査人の名称

　監査法人元和

　(2) 責任限定契約の内容の概要

　会社法第427条第１項及び当社定款に基づき、会計監査人の会社法第423条第１

項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、金1,000万円又は法令が定

める額のいずれか高い額を損害賠償責任の限度とする責任限定契約を締結してお

ります。

　(3) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

支払金額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 11,400千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利

益の合計額
11,400千円

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく
監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当該事業年
度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　(4) 非監査業務の内容

　該当事項はありません。

　(5) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると

判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案

の内容を決定いたします。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認めら

れた場合は、監査役全員の合意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたしま

す。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会

において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

(注)「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年５月１日に施行されたこ
とに伴い、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の決定機関を、取締役から監査役会に変
更しております。

　(6) 子会社の会計監査

　該当事項はありません。
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6．会社の体制及び方針
　(1) 業務の適正を確保するための体制等の整備についての概要

① 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

当社は、全てのステークホルダーの繁栄を企業理念としており、その実現の

ためにはコンプライアンスの徹底が不可欠であるという認識のもと、法令・定

款・社内規程・企業倫理を遵守するための基準として「倫理行動規範」を制

定、取締役及び使用人全員へ周知し徹底しております。また、金融商品取引法

に対応するための基本方針・計画立案・内部統制委員会制定等の内部統制シス

テムの充実に努め、公正な経営体制の確立に努めております。

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理体制

当社は、取締役の職務の執行に係る文書その他の情報について、法令・社内

規程等に基づき適切に保存及び管理の運用を実施し、必要に応じて運用状況の

検証、各規程等の見直し等を行っております。

③ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、管理部総

務グループがリスク管理体制の整備・運用・検証を統括する体制が構築されて

おります。また、監査役・内部統制委員会の監査により法令・定款違反その他

の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、発見さ

れた危険の内容、損失程度等について取締役会及び担当部署に報告し改善する

体制を構築しております。

④ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、定例の取締役会を毎月開催しており、重要事項の決定並びに取締役

の業務執行状況の監督等を行うとともに、業務執行上の責任を明確にするた

め、取締役の任期を１年と定めております。なお、取締役会開催においては、

審議が十分行われるよう付議される議題に関する資料を事前に配布し、各取締

役が十分な準備ができる体制をとっております。また、事業運営におきまして

は、各年度予算を立案し、全社的指標を設定し、各部門においてその指標達成

に向け具体策の立案・実行を行っております。

⑤ 当該株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適

正を確保するための体制

当社は当社グループの業務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ため、「倫理行動規範」を制定し、子会社におけるコンプライアンスの周知徹
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底及び推進のための諸施策を講じております。

　また、当社子会社の経営管理に関しましては「関係会社管理規程」に基づ

き、経営財務の全般について当社に報告を求めるとともに一定の事項について

は当社が最終決裁を行うことで、経営管理を強化し情報管理・危機管理の統一

と共有化及び経営の効率化を確保しております。なお、平成27年３月31日現在

親会社はございません。

⑥ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事

項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査役会

と協議の上、当該使用人を配置いたします（平成27年３月31日現在監査役はそ

の職務を補助すべき従業員を求めておりません）。当該使用人につきましては、

その職務の遂行に当っては、監査役の指揮命令に従うものとし、取締役等の指

揮・命令を受けないものとしております。また、当該使用人の人事異動、人事

評価、懲戒処分等に対しては監査役と協議を行い、監査役の同意を得た上で実

施するものとします。

⑦ 当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への

報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないこ

とを確保するための体制

当社及び子会社の代表取締役及び取締役は、取締役会等の重要な会議におい

てその担当する業務の執行状況の報告を行っております。また、当社及び当社

子会社の取締役及び従業員が当社及び子会社の業績に影響を及ぼす重要な事項

を認知した際は、速やかに監査役に報告することを周知徹底しております。な

お、当社は、当社及び子会社の監査役へ報告を行った当社及び子会社の取締役

及び社員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わないも

のとします。

⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

取締役及び各グループ内経営幹部は、監査役と相互の意思疎通を図るため定

期的な会合をもち、法令に基づく事項の他、内部監査結果等の報告を行い、当

社の監査体制と内部統制システム体制との調整を図っております。また、当社

会計監査人、顧問弁護士とも迅速に協議を行える体制を確保しております。

　 ⑨ 反社会的勢力排除に向けた体制整備

当社は、反社会的勢力への対抗姿勢として、当社グループ会社役員及び全従
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業員が、社会的責任を真摯に自覚し、日常の業務遂行において関係法令を遵守

し、社会倫理に適合した行動の実践を維持するため、「倫理行動規範」を制

定・施行し、当該規程の周知徹底により、反社会的勢力及び団体との関係を遮

断・排除するとともに、これらの活動を助長するような行為は一切行わないこ

ととしております。また、反社会的勢力からの不当要求等に対する対応につき

ましては「反社会的勢力対策規程」を制定・施行し、組織全体として毅然とし

た態度で臨み、管理部総務グループを統括部門として、企業防衛対策協議会、

弁護士、警察等の社外専門家や関係機関等と連携して速やかに解決を図る体制

を確立しております。

　(2) 株式会社の支配に関する基本方針

　該当事項はありません。

　(3) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様への利益還元を充実させていくことを経営の最重要課題

の一つに位置づけ、安定的な企業成長と経営環境の変化に対応するために必要

な財務基盤を構築すべく株主資本の充実を図りながら、収益動向とのバランス

に配慮した利益配分を行うことを基本方針としております。

　当社は、会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配

当を行うことができる旨を定めております。また、中間配当及び期末配当のほ

か、基準日を定めて配当を行うことができる旨を定めております。

当連結会計年度の配当につきましては、上記方針に基づき、財務状況並びに

業績などを総合的に勘案し、取締役会にて１株当たり１円の期末配当を実施す

ることといたしました。
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連 結 貸 借 対 照 表

(平成27年３月31日現在)
(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

そ の 他

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

保 険 積 立 金

差 入 保 証 金

破 産 更 生 債 権 等

そ の 他

貸 倒 引 当 金

3,125,867

1,750,130

1,007,439

121,865

170,801

36,433

39,197

1,157,598

867,455

98,269

58,743

703,022

7,420

6,002

6,002

284,140

126,933

5,539

921

27,842

36,079

29,450

121,711

△64,337

流 動 負 債

支払手形及び買掛金

短 期 借 入 金

未 払 法 人 税 等

未 払 消 費 税 等

賞 与 引 当 金

前 受 金

そ の 他

固 定 負 債

繰 延 税 金 負 債

再評価に係る繰延税金負債

退職給付に係る負債

役員退職慰労引当金

長 期 預 り 金

789,785

510,723

16,300

12,929

12,402

41,341

41,574

154,514

418,901

447

207,598

189,036

20,583

1,235

負 債 合 計 1,208,686

純 資 産 の 部

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

自 己 株 式

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

土地再評価差額金

2,625,775

2,131,532

40,280

454,169

△206

449,004

13,484

435,519

純 資 産 合 計 3,074,779

資 産 合 計 4,283,466 負 債 ・ 純 資 産 合 計 4,283,466
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連 結 損 益 計 算 書

（平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 3,010,433

売 上 原 価 2,281,904

売 上 総 利 益 728,529

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 642,108

営 業 利 益 86,421

営 業 外 収 益

受 取 利 息 399

受 取 配 当 金 2,822

仕 入 割 引 1,681

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 81

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 600

そ の 他 1,323 6,909

営 業 外 費 用

支 払 利 息 2,500

手 形 売 却 損 60

為 替 差 損 493

そ の 他 152 3,205

経 常 利 益 90,124

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 369

保 険 解 約 益 1,375 1,744

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 60 60

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 91,808

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 29,017

法 人 税 等 調 整 額 96 29,113

少数株主損益調整前当期純利益 62,694

当 期 純 利 益 62,694
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連結株主資本等変動計算書

（平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで）

（単位：千円)

株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成26年４月１日残高 2,131,532 40,280 422,187 △195 2,593,804

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △30,713 △30,713

当 期 純 利 益 62,694 62,694

自己株式の取得 △11 △11

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 ― ― 31,981 △11 31,970

平成27年３月31日残高 2,131,532 40,280 454,169 △206 2,625,775

（単位：千円)

その他の包括利益累計額
純資産合計その他有価証券

評価差額金
土地再評価
差額金

その他の包括利益
累計額合計

平成26年４月１日残高 21,302 414,296 435,598 3,029,403

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △30,713

当 期 純 利 益 62,694

自己株式の取得 △11

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額）

△7,817 21,222 13,405 13,405

連結会計年度中の変動額合計 △7,817 21,222 13,405 45,375

平成27年３月31日残高 13,484 435,519 449,004 3,074,779
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連結注記表

　連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

　1．連結の範囲に関する事項

　 (1) 連結子会社の数 2社

　 (2) 連結子会社の名称

　 日本ファーネス株式会社

　 株式会社ファーネスＥＳ

　 (3) 主要な非連結子会社の名称等

　 該当ありません。

　2．持分法の適用に関する事項

　 持分法適用の関連会社 1社

　 株式会社リエロ・ジャパン

　3．会計処理基準に関する事項

　 (1) 資産の評価基準及び評価方法

　 ①有価証券の評価基準及び評価方法

　 その他有価証券

　市場価格のあるもの………………期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
　市場価格のないもの………………移動平均法による原価法

　 ②たな卸資産の評価基準及び評価方法

　原材料及び貯蔵品………………移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

よる簿価切下げの方法により算定）
　仕 掛 品………………個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による

簿価切下げの方法により算定）
　 (2) 固定資産の減価償却の方法

有 形 固 定 資 産

(リース資産を除く)

………………定率法を採用しております。ただし平成10年4月1日以降に取

得した建物（附属設備を除く）は定額法を採用しておりま

す。

無 形 固 定 資 産

(リース資産を除く)

………………定額法を採用しております。なお、ソフトウエア（自社利用

分）については社内における利用可能期間（5年）に基づく

定額法を採用しております。
リ ー ス 資 産………………所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産：自

己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採

用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産：

リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっ

ております。
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　 (3) 引当金の計上基準

貸 倒 引 当 金………………売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及

び破産更生債権等については個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。
賞 与 引 当 金………………従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基

づき当連結会計年度に見合う分を計上しております。

完成工事補償引当金………………完成工事の補償損失に備えるため、将来の発生が予想される

補償損失額を各案件別に見積り計上しております。

工 事 損 失 引 当 金………………受注工事の損失に備えるため、手持工事のうち損失の発生の

可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができ

る工事について、当該見積額を計上しております。

役員退職慰労引当金………………役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程

に基づく期末要支給額を計上しております。なお、一部の連

結子会社は役員退職慰労金制度を廃止しておりますが、制度

廃止までの在任期間に対応する退職慰労金相当額を計上して

おります。

(4) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①繰延資産の処理方法

株式交付費………支出時に全額費用として処理しております。

②ヘッジ会計の処理

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予

約及び金利スワップについては振当処理によっており、特例処理の要件を満たしている金利ス

ワップについては特例処理によっております。

③退職給付に係る負債の計上基準

退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算には、退職給付に係る期末自己都合要支給額を

退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

④完成工事高の計上基準

当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工

事進行基準を適用し、その他の工事契約については工事完成基準を適用しております。なお、

工事進行基準を適用する工事の当連結会計年度末における進捗率の見積りは、原価比例法によ

っております。

⑤消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

⑥連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。
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連結貸借対照表に関する注記

　1．担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産

預金 104,606千円

注）担保に供した預金についてはパフォーマンスボンド発行のため差し入れたもので、当連結会

計年度末現在対応債務は存在しておりません。

　2．有形固定資産の減価償却累計額

638,795千円

3. 受取手形割引高 20,073千円

4. 土地の再評価

　土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評

価を行い、当該評価差額に係る税効果相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計

上し、これを控除した額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

　 再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119号）第2条に定める路線価、

公示価格により算出。

再評価を行った日 平成12年9月30日

再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額

△125,766千円

　

連結株主資本等変動計算書に関する注記

　1．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 30,713,342 ― ― 30,713,342

　2．配当に関する事項

　(1)配当金支払額等

　平成26年５月23日開催の取締役会決議による配当に関する事項

①配当金の総額 30,713千円

②1株当たり配当額 1円

③基準日 平成26年3月31日

④効力発生日 平成26年6月23日

　(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　平成27年５月22日開催の取締役会において、普通株式の配当に関する事項を次のとおり決議して

おります。

①配当金の総額 30,712千円

②1株当たり配当額 1円

③基準日 平成27年3月31日

④効力発生日 平成27年6月22日

なお、配当原資については、利益剰余金であります。
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金融商品に関する注記

　1．金融商品の状況に関する事項

　 (1) 金融商品に対する取組方針

　当社グループは主にファーネス事業等を行うための受注計画に照らして、必要な資金（主に自己

資金及び銀行借入）を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、

短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブは、為替変動リスク及び金利

変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。

　 (2) 金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は

市場価格の変動リスクに晒されております。

　営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど１年以内の支払期日であります。借入金及びフ

ァイナンス・リース取引に係る債務は、設備投資等に係る資金の調達を目的としたものであり、償

還日は決算日後最長３年であります。

　デリバティブ取引は、外貨建債権債務の残高の範囲内で為替予約取引を実施しているほか、輸出

入にかかる予定取引により確実に発生すると見込まれる外貨建債権債務に対して先物為替予約を行

っており、投機的な取引は行わない方針であります。

　 (3) 金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社は与信管理規程に従い、営業債権及び長期貸付金について、各事業部門における管理部

門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先相手ごとに期日及び残高を管理す

るとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子

会社についても、当社の与信管理規程に準じて同様の管理を行っております。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証

券は市場価格の変動リスクに晒されておりますが、期末の帳簿価額と時価を評価しモニタリン

グしております。

　当社は、為替変動リスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行っております。デリバテ

ィブ取引の執行・管理につきましては、経理規程に従い行っております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

　当社は、各部署からの報告に基づき管理部門が適時に資金計画を作成・更新するとともに、

手許流動性を連結売上高の２ヶ月相当を維持することなどにより、流動性リスクを管理してお

ります。

　 (4) 金融商品の時価等に関する事項

　金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された

価額が含まれております。当該価額の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前

提条件を採用することにより当該価額が変動することもあります。

　 (5) 信用リスクの集中

　当期の連結決算日における営業債権に特定の大口顧客に対するものはありません。
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　2．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

平成27年3月31日現在における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表に含まれてお

りません。

（単位：千円）

連結貸借対照表
計上額

時 価 差 額

(1) 現金及び預金 1,750,130 1,750,130 ―

(2) 受取手形及び売掛金 1,007,439 1,007,439 ―

(3) 有価証券及び投資有価証券

　 その他有価証券 101,778 101,778 ―

(4) 長期預金 110,006 110,006 ―

資 産 計 2,969,355 2,969,355 ―

(1) 支払手形及び買掛金 510,723 510,723 ―

(2) 短期借入金 16,300 16,300 ―

(3) 未払費用 131,762 131,762 ―

負 債 計 658,786 658,786 ―

　(注１) 金融商品の時価の算定及び有価証券の取引に関する事項

　資 産

　 (1) 現金及び預金

　現金及び預金は全て短期で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿

価額によっております。

　 (2) 受取手形及び売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。

　 (3) その他有価証券

　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

　 (4) 長期預金

　これらの時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

　負 債

　 (1) 支払手形及び買掛金、(2)短期借入金並びに(3) 未払費用

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。
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　(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　 （単位：千円）

区 分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 25,154

　上記については、市場価格がなく、時価を算定することが極めて困難と認められるため「（3）有

価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。

　(注３) 満期のある金銭債権及び有価証券の時価の連結決算日の償還予定額

（単位：千円）

１年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金及び預金 530,541 ― ― ―

受取手形及び売掛金 1,007,439 ― ― ―

有価証券及び投資有価証券

　 その他有価証券 ― ― ― ―

投資その他の資産・その他

　 長期預金 ― 110,006 ― ―

合計 1,537,980 110,006 ― ―

※投資有価証券につきましては、回収時期を合理的に見込むことができないため、上表には記載し

ておりません。

　(注４) 借入金等の連結決算日後の返済予定額

（単位：千円）

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

短期借入金 16,300 ― ― ― ― ―

合計 16,300 ― ― ― ― ―

　

1株当たり情報に関する注記

1. 1株当たり純資産額 100円 11銭

2. 1株当たり当期純利益 2円 04銭

　

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表

(平成27年３月31日現在)
(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

繰 延 税 金 資 産

関係会社短期貸付金

未 収 入 金

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

長 期 貸 付 金

従業員に対する長期貸付金

破 産 更 生 債 権 等

保 険 積 立 金

差 入 保 証 金

長 期 未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

824,032

652,281

20,140

120,560

24,737

6,314

2,607,207

775,094

65,048

5,507

260

0

1,254

703,022

587

587

1,831,525

92,177

1,611,042

160

4,887

652

29,450

14,693

30,000

111,878

921

△64,337

流 動 負 債

短 期 借 入 金

未 払 金

未 払 費 用

未 払 法 人 税 等

預 り 金

賞 与 引 当 金

そ の 他

固 定 負 債

再評価に係る繰延税金負債

退 職 給 付 引 当 金

長 期 預 り 金

28,123

900

7,013

1,689

4,160

2,760

2,224

9,374

380,129

207,598

171,295

1,235

負 債 合 計 408,252

純 資 産 の 部

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

自 己 株 式

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

土地再評価差額金

2,574,921

2,131,532

40,280

40,280

403,316

6,142

397,173

397,173

△206

448,065

12,546

435,519

純 資 産 合 計 3,022,987

資 産 合 計 3,431,240 負 債 ・ 純 資 産 合 計 3,431,240
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損 益 計 算 書

（平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで）

(単位：千円)

科 目 金 額

営 業 収 益 330,096

営 業 費 用 211,407

営 業 利 益 118,689

営 業 外 収 益

受 取 利 息 125

受 取 配 当 金 2,427

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 600

そ の 他 247 3,401

営 業 外 費 用

支 払 利 息 24

そ の 他 24 49

経 常 利 益 122,041

特 別 利 益

保 険 解 約 益 1,375 1,375

税 引 前 当 期 純 利 益 123,416

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 △18,831

法 人 税 等 調 整 額 △10,821 △29,652

当 期 純 利 益 153,068
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株主資本等変動計算書

（平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで）

（単位：千円)

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他

利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

平成26年４月１日残高 2,131,532 40,280 3,071 277,889 280,960 △195 2,452,577

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △30,713 △30,713 △30,713

利益準備金の積立 3,071 △3,071 ― ―

当 期 純 利 益 153,068 153,068 153,068

自 己 株 式 の 取 得 △11 △11

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 ― ― 3,071 119,284 122,355 △11 122,344

平成27年３月31日残高 2,131,532 40,280 6,142 397,173 403,316 △206 2,574,921

（単位：千円)

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

平成26年４月１日残高 20,933 414,296 435,229 2,887,806

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △30,713

利益準備金の積立 ―

当 期 純 利 益 153,068

自 己 株 式 の 取 得 △11

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額（純額）
△8,387 21,222 12,835 12,835

事業年度中の変動額合計 △8,387 21,222 12,835 135,180

平成27年３月31日残高 12,546 435,519 448,065 3,022,987
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個別注記表

　重要な会計方針に係る事項

　1．資産の評価基準及び評価方法

　 有価証券の評価基準及び評価方法

　 子会社株式及び関連会社株式

　 移動平均法による原価法

　 その他有価証券

市場価格のあるもの………………期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のないもの………………移動平均法による原価法

　 2．固定資産の減価償却の方法

有 形 固 定 資 産

（リース資産を除く）

………………定率法を採用しております。ただし平成10年4月1日以降に取

得した建物（附属設備を除く）は定額法を採用しておりま

す。

無 形 固 定 資 産

（リース資産を除く）

………………定額法を採用しております。なお、ソフトウエア（自社利

用）については社内における利用可能期間（5年）に基づく

定額法を採用しております。

　 3．引当金の計上基準

貸 倒 引 当 金………………売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及

び破産更生債権等については個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。
賞 与 引 当 金………………従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基

づき当事業年度に見合う分を計上しております。

退 職 給 付 引 当 金………………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末にお

いて発生していると認められる額を計上しております。

　 4．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

　 （1）繰延資産の処理方法

株式交付費………支出時に全額費用として処理しております。

　 （2）ヘッジ会計の処理

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予

約及び金利スワップについては振当処理によっており、特例処理の要件を満たしている金利ス

ワップについては特例処理によっております。

　 （3）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

　 （4）連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。
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貸借対照表に関する注記

1．有形固定資産の減価償却累計額 406,835千円

　 2．関係会社に対する金銭債権債務（区分表示したものを除く）

　 短期金銭債権 24,737千円

　 長期金銭債権 104,398千円

　 3．土地の再評価

　土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再

評価を行い、当該評価差額に係る税効果相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部

に計上し、これを控除した額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

　 再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布法律第119号）第2条に定める路線価、

公示価格により算出。

　再評価を行った日 平成12年9月30日

　 再評価を行った土地の当事業年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額

△125,766千円

　

損益計算書に関する注記

　 関係会社との取引高

　 営業取引による取引高（収入分） 330,096千円

営業取引による取引高（支出分） 3,157千円

　

株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数 普通株式 386株
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税効果会計に関する注記

　 1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　 (1)流動

　 繰延税金資産

賞与引当金 734千円

賞与引当金社会保険料 110千円

繰越欠損金 18,319千円

その他 3,616千円

繰延税金資産 小計 22,781千円

評価性引当額 △2,641千円

繰延税金資産 合計 20,140千円

　 (2)固定

　 繰延税金資産

貸倒引当金 29,160千円

投資有価証券 240,727千円

退職給付引当金 55,452千円

出資金 4,576千円

長期前払費用 21,520千円

貸付金 505,562千円

子会社株式評価損 4,848千円

繰越欠損金 522,073千円

繰延税金資産 小計 1,383,921千円

評価性引当額 △1,377,020千円

繰延税金資産 合計 6,902千円

繰延税金資産 純額 921千円

　 繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 5,980千円

繰延税金負債 合計 5,980千円

再評価に係る繰延税金負債

　土地の再評価 207,598千円

　 2．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年３月31

日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成27

年４月１日以降解消されるものに限る）に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.58％から、

回収又は支払が見込まれる期間が平成27年４月１日から平成28年３月31日までのものは33.04％、

平成28年４月１日以降のものについては32.28％にそれぞれ変更されております。

この変更による損益への影響は軽微であります。
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関連当事者との取引に関する注記

　子会社及び関連会社等

（単位：千円)

種類
会社等
の名称

議決権等の
所有(被所
有)割合

関連当事者
と の 関 係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社
日本ファーネス

株式会社

所有
直接100%

役員の兼任

経営指導料(注1) 150,000 ― ―

事務所賃貸(注2) 120,000 ― ―

資金貸付(注3) ―
関係会社
短期貸付金

80,560

配 当 金 の 受 取 35,000 ― ―

子会社
株式会社

ファーネスES

所有
直接100%

役員の兼任 資金貸付(注3) 40,000
関係会社
短期貸付金

40,000

　上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等を含めておりま

す。

　取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）経営指導料については、市場価格を勘案し交渉により決定しております。
（注2）事務所賃貸については、近隣の地代を参考にした価格により決定しております。
（注3）貸付金の金利につきましては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

1株当たり情報に関する注記

1. 1株当たり純資産額 98円 43銭

2. 1株当たり当期純利益 4円 98銭

　

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成27年５月14日

株式会社ＮＦＫホールディングス

取締役会 御中

監査法人元和

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 塩 野 治 夫 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 加 藤 由 久 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ＮＦＫホール

ディングスの平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の連結

計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計

算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又

は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から

連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国におい

て一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的

な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求

めている。
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　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬に

よる連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない

が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を

立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す

る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者

によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討す

ることが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判

断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に準拠して、株式会社ＮＦＫホールディングス及び連結子

会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をす

べての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記

載すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成27年５月14日

株式会社ＮＦＫホールディングス

取締役会 御中

監査法人元和

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 塩 野 治 夫 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 加 藤 由 久 ㊞
　

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＮＦＫ

ホールディングスの平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第73期事業年

度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び

個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。こ

れには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書

を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用

することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から

計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人

は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行

った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これ

に基づき監査を実施することを求めている。
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　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証

拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、

不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評

価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意

見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、

状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の

作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれ

る。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判

断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に

公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明

細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し

ているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記

載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成26年４月1日から平成27年３月31日までの第73期事業年度の

取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の

上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状

況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務

の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

各監査役は、監査役会が定めた、監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、

職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門、その他の使用人等と意思疎通を

図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重

要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告

を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要

な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、取締役の職

務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社

の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項

及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基

づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等

からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明

を求め、意見を表明いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監

査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告

を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附

属明細書について検討いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい

るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況につい

て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務

の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各

号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会

計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求め

ました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに

連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書

及び連結注記表）について検討いたしました。
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2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正
しく示しているものと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反す
る重大な事実は認められません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めま
す。また、当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人である監査法人元和の監査の方法及び結果は相当であると認め
ます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人である監査法人元和の監査の方法及び結果は相当であると認め
ます。

平成27年５月15日

株式会社ＮＦＫホールディングス 監査役会

常勤監査役 岡 崎 稔 ㊞

社外監査役 笹 原 信 輔 ㊞
社外監査役 辻 高 史 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
　

議 案　取締役６名選任の件

　本定時株主総会終結の時をもって取締役全員（６名）が任期満了となり

ますので、取締役6名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略 歴 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当

所有する
当 社 の
株 式 数

1

せきぐち ようすけ

関 口 陽 介
(昭和36年3月3日)

昭和58年 4月 日本発条株式会社入社

42,400株

平成18年 3月 当社入社 関連事業部長

平成18年10月 日本ファーネス株式会社 総務グループ長

平成19年 3月 同社 資材部長

平成19年12月 当社 業務担当執行役員

平成20年10月 日本ファーネス株式会社 管理本部長

平成23年 3月 当社 代表取締役社長（現任）

平成23年 4月 日本ファーネス株式会社 取締役

平成23年 6月 同社 代表取締役社長（現任）

2

とば こうじ

戸 羽 光 二
(昭和21年5月17日)

昭和40年 4月 当社入社

100株

昭和62年 4月 当社 調達グループ長
平成 6年 4月 当社 調達部長

平成16年11月 日本ファーネス製造株式会社 取締役調達部長

平成18年10月 日本ファーネス株式会社 顧問

平成18年11月 日本ファーネス製造株式会社 代表取締役社長

平成22年 6月 日本ファーネス株式会社 監査役

平成23年 3月 当社 取締役（現任）

3

こいけ まさみ

古 池 政 巳
(昭和40年6月16日)

平成18年 6月 当社入社

23,400株
平成21年 1月 当社 総務グループマネージャ

平成23年 4月 当社 管理部長

平成23年 6月 当社 取締役（現任）
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略 歴 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当

所有する
当 社 の
株 式 数

4

たばた まさかず

田 端 雅 和
(昭和26年10月11日)

昭和47年 4月 吉田工業株式会社(現ＹＫＫ株式会社)入社

33,400株

昭和60年 5月 株式会社グラフィックプロダクツ入社

平成 7年 3月 同社 代表取締役社長

平成21年 2月 株式会社スコラ･コンサルト 非常勤監査役（現

任）
平成21年 7月 株式会社エザーグローブ設立 代表取締役社長

（現任）
平成23年 3月 当社 取締役（現任）

5

みやはら えいすけ

宮 原 英 輔
(昭和13年9月14日)

昭和40年 2月 オリンピア工業株式会社設立参画

28,700株

昭和43年 3月 同社 代表取締役社長（現任）

昭和59年 2月 九州オリンピア工業株式会社 代表取締役社長

（現任）
平成21年 6月 当社 取締役（現任）

6

たなか じゅいちろう

田中 寿一郎
(昭和33年10月26日)

平成 5年 4月 弁護士登録(東京弁護士会)

－

平成 5年 4月 清水直法律事務所入所
平成12年 4月 田中寿一郎法律事務所開設

平成16年 8月 田中会計事務所と統合し、田中法律会計事務所

開設(現任）
平成19年 4月 東京弁護士会常議員

平成19年 6月 税理士登録(東京税理士会)

(注) 1.取締役候補者のうち、当社との間に特別の利害関係を有する者は次のとおりであります。
取締役候補者 宮原英輔氏は、オリンピア工業株式会社及び九州オリンピア工業株式会社の
代表取締役社長を兼務しており、同社は当社子会社日本ファーネス株式会社並びに株式会社
ファーネスＥＳと取引関係があります。

2.その他の候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
3.取締役候補者 宮原英輔氏、田中寿一郎氏は、社外取締役候補者であります。
4.社外取締役の選任理由について
（1）取締役候補者、宮原英輔氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、公正か

つ客観的な立場に立って適切な助言をいただいており、今後も引き続き適切な指導をお願
いできるものと判断しております。なお、同氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主
総会の終結をもって６年となります。

（2）取締役候補者、田中寿一郎氏は、弁護士及び税理士の資格を有しており、客観的視点で高
度の専門性を持った助言をしていただけることを期待しております。なお、同氏は過去に
社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はございませんが、上記の理
由から社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。

5.当社は、取締役候補者宮原英輔氏との間で、会社法第427条第１項及び当社定款に基づき、社
外取締役の会社法第423条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、金500
万円又は法令が定める額のいずれか高い額を損害賠償責任の限度とする責任限定契約を締結
しております。取締役候補者宮原英輔氏、田中寿一郎氏の選任が承認された場合には、各氏
との間で当該契約を締結する予定です。

6.取締役候補者 田中寿一郎氏は、新任候補者であります。
　

以 上
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ＪＲ
川崎駅

西口

東口

ラゾーナ
川崎プラザ

タワー
リバーク

アトレ川崎

ロータリー
（川崎地下鉄アゼリア）

ミューザ
川崎

川崎日航
ホテル

・丸井
・ヨドバシカメラ

川崎ルフロン

至横浜 至東京

京急川崎駅
(ホテルより徒歩５分)

交番

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場 神奈川県川崎市川崎区日進町1

川崎日航ホテル８階 「リーフ」

ＴＥＬ 044 (244) 5941

会場最寄駅 ・ＪＲ川崎駅下車 徒歩１分

駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいま

すようお願い申し上げます。
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